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試
論「

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」
は

「
二
猿
付
き
庚
申
塔
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

旧
・
武
蔵
国
埼
玉
郡
別
府
村
（
現
・
越
谷
市
東
町
）
金
剛
寺
（

１

）

の

参
道
脇
に
あ
る
「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」
は
、

昭
和
四
十
四
年
発
行
の
『
越
谷
市
金
石
資
料
集
』（
２
）

、
平
成
二
十
七
年

二
月
発
行
の
『
大
相
模
地
区

旧
南
百
・
四
条
・
千
疋
村
石
仏

平
成
二

十
七
年
二
月
改
訂
』（
以
下
『
石
仏
』
と
記
載
）（
３

）

の
両
資
料
に
お
い

て
「
二
童
子
付
き
」
の
庚
申
塔
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
石
仏
』（
３
）

で
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
二
童
子
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
と
て
も
珍
し
い
。

青
面
金
剛
の
姿
は
「
陀
羅
尼
集
経
」
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
青
面
金
剛
の
両
脇
に
は
童
子
が
一
人
ず
つ
い
る
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
「
陀
羅
尼
集
経
」
に
影
響
さ
れ
て
二
童
子
が
描
か
れ
た
の
で

あ
ろ
う
」

『
石
仏
』（
３

）

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
青
面
金
剛
」
の
「
儀
軌
」
で

あ
る
「
陀
羅
尼
集
経
」
の
出
典
を
正
確
に
示
せ
ば
、
「
大
青
面
金
剛
呪

法
」
『
仏
説
陀
羅
尼
集
経
・
巻
第
九
・
金
剛
部
下
』（
４

）

で
あ
り
、
「
二

童
子
」
に
関
す
る
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
其
像
左
右
兩
邊
各
當
作
一
青
衣
童
子
髮
髻
兩
角
手
執
香
鑪
」

以
上
の
前
提
で
、「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」

を
考
察
し
た
上
で
、
果
た
し
て
「
二
童
子
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た

彫
像
主
体
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
の
検
証
を
試
み
る
。

写
真
１
Ａ

写
真
１
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写真２Ａ写真３Ａ

写真２Ｂ写真３Ｂ

「
二
童
子
」

「
儀
軌
」
で
規
定
さ
れ
た
「
二
童
子
」
は
前
記
の
よ
う
に
、

①
衣
服
は
「
青
い
衣
」
を
着
る

②
髪
型
は
「
両
角
（
総
角
（
あ
げ
ま
き
）
？
）
」
で
「
髻
（
み
ず
ら
）
」

③
手
に
は
「
香
鑪
（
香
炉
）
」
を
執
る

で
あ
る
。

江
戸
時
代
前
期
の
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
に
は
存
在
し
て

い
た
「
四
天
王
寺
の
お
札
」
、「
金
輪
院
の
掛
軸
」
、「
大
津
絵
」
な
ど
で

描
か
れ
る
「
二
童
子
」
は
、
管
見
の
限
り
「
儀
軌
」
の
規
定
に
忠
実
で

あ
る
。

大
畠

洋
一
氏
の
「
青
面
金
剛
進
化
論

通
説
」（
５

）

に
よ
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
「
四
天
王
寺
の
お
札
」
、「
金
輪
院
の
掛
軸
」
、「
大
津
絵
」
な
ど

で
描
か
れ
る
「
青
面
金
剛
」
や
「
二
童
子
」
な
ど
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
か
け
て
、

江
戸
近
郊
に
「
４
基
」
の
「
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
が
造
立
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
「
４
基
」
で
表
現
さ
れ
た
「
二
童
子
」
の
姿
は
、
石
仏
と
し
て

の
制
約
が
あ
る
①
の
「
青
い
衣
」
の
「
青
色
」
以
外
、
①
②
③
の
全
て

が
、
「
儀
軌
」
の
規
定
に
忠
実
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
に
お
け
る
江
戸
近

郊
の
様
相
を
基
に
、「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」

の
「
二
童
子
」
を
改
め
て
観
察
す
る
と
、

①
衣
服
を
着
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い

②
髪
型
に
相
当
す
る
表
現
に
は
見
え
な
い

③
手
に
は
「
香
鑪
（
香
炉
）
」
を
執
る
よ
う
に
は
見
え
な
い

造
形
で
あ
り
、
下
腹
の
出
た
体
型
は
「
童
子
」
に
は
見
え
ず
、「
儀
軌
」

で
は
「
二
童
子
」
の
「
姿
勢
」
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
管
見
の
限

り
「
立
ち
姿
」
で
な
い
「
胡
坐
を
か
い
た
」
姿
勢
は
、
こ
の
「
寛
文
二

年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」
以
外
に
存
在
し
な
い
と
推
定

さ
れ
る
。
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「
二
猿
」

松
村

雄
介
氏
の
定
義
（
６
）

に
よ
る
「
大
曲
型
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」

７
基
は
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
か
ら
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）（
１

基
の
造
立
時
期
は
不
明
）
に
か
け
て
造
立
さ
れ
、
そ
の
全
て
が
「
二
猿
」

付
き
で
あ
る
。

こ
の
「
大
曲
型
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
寛
文

年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
前
後
の
関
東
に
お
け
る
「
庚
申
塔
」
に
お

い
て
は
、
表
現
さ
れ
る
「
猿
」
の
数
は
後
の
時
期
の
標
準
と
な
る
「
三

猿
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
二
猿
」
の
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

結
び
に
か
え
て

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
及
び
そ
れ
以
前
の
江
戸
近
郊
を
含

む
関
東
に
お
け
る
「
庚
申
塔
」
の
状
況
を
鑑
み
、
加
え
て
「
儀
軌
」
で

規
定
さ
れ
た
「
二
童
子
」
を
基
に
考
察
し
た
結
果
、
「
寛
文
二
年
（
一

六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」
で
表
現
さ
れ
る
彫
像
主
体
は
、
「
二

童
子
」
で
は
な
く
「
二
猿
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
、
最
も
妥
当

で
あ
る
と
推
定
し
た
。

つ
ま
り
、
「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」
で
は

な
く
、
「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
猿
付
き
庚
申
塔
」
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
と
推
定
し
た
。

尚
、
石
造
物
の
「
正
面
」
上
部
に
は
梵
字
の
「
バ
ク
」
が
刻
ま
れ
て

お
り
、
主
尊
が
「
釈
迦
如
来
」
の
庚
申
塔
で
も
あ
る
。

注
（
１
）
真
言
宗
豊
山
派
・
稲
荷
山
金
剛
寺

埼
玉
県
越
谷
市
東
町
３
丁
目
３
５
４

（
２
）
越
谷
市
史
編
さ
ん
室
編
（
一
九
六
九
）『
越
谷
市
金
石
資
料
集
』

越
谷
市
史
編
さ
ん
室

（
３
）
加
藤

幸
一
（
二
〇
一
五
）

『
大
相
模
地
区

旧
南
百
・
四
条
・
千
疋
村
石
仏

平
成
二
十
七
年
二
月
改
訂
』
（
越
谷
市
立
図
書
館
蔵
）

写真４Ｂ

写真５Ａ

写真４Ａ

写真５Ｂ
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[

正
面]

専
右
ヱ
門

三
左
ヱ
門

寛
文
二
寅
年

（
童
子
）
□
左
ヱ
門

施
主

□
兵
衛

（
梵
字
バ
ク
）
奉
供
養
庚
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二
世
安
楽
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願
成
就
所

仁
□
□

敬
白

佐
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門

十
月
十
五
日

（
童
子
）
□
八
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門

兵
三
良

三
良
衛
門

小
右
門

（
４
）
「
大
青
面
金
剛
呪
法
」
『
陀
羅
尼
集
経
・
第
九
』

「S
A
T

大
正
新
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大
藏
經
テ
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デ
ー
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ベ
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ス
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0
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8
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A
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」
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l
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S
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8
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0
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p
h
p

（
５
）
大
畠

洋
一
「
青
面
金
剛
進
化
論

通
説
」

h
t
t
p
:
/
/
h
o
m
e
.
c
a
t
v
-
y
o
k
o
h
a
m
a
.
n
e
.
j
p
/
6
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/
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o
k
5
3
/

s
e
k
i
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u
/
S
e
k
i
R
o
n
2
0
1
0
/
s
y
o
u
m
e
n
/
s
y
o
u
m
e
n
0
1
.
h
t
m

（
６
）
石
川

博
司
（
一
九
八
五
）
『
石
仏
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

雄
山
閣
出
版

p
p
.
1
4
2
-
1
4
5

添
付
写
真

写
真
１
Ａ
（
移
転
前
）

「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」

撮
影
（
二
〇
〇
八
年
六
月
二
十
八
日
）

写
真
１
Ｂ
（
移
転
後
）

「
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
二
童
子
付
き
庚
申
塔
」

撮
影
（
二
〇
二
一
年
四
月
七
日
）

写
真
２
Ａ
・
写
真
２
Ｂ

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
「
庚
申
堂
」

「
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
（
二
童
子
付
き
）

撮
影
（
二
〇
二
一
年
十
月
二
日
）

（
一
猿
付
き
）

写
真
３
Ａ
・
写
真
３
Ｂ

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
広
ヶ
谷
戸

「
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
（
二
童
子
付
き
）

撮
影
（
二
〇
二
一
年
十
月
四
日
）

（
二
猿
付
き
）

写
真
４
Ａ
・
写
真
４
Ｂ

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
行
谷
「
金
山
神
社
」

「
承
応
四
年
（
一
六
五
五
）
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
（
二
猿
付
き
）

撮
影
（
二
〇
一
九
四
年
三
月
二
十
四
日
）

写
真
５
Ａ
・
写
真
５
Ｂ

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
十
間
坂
「
神
明
宮
」

「
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
（
二
猿
付
き
）

撮
影
（
二
〇
一
四
年
二
月
十
二
日
）

▲梵字バク
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▲埼玉県越谷市東町「金剛院」
「寛文二年（1662）二童子付き庚申塔」

※「二童子」ではなく、「二猿」付きの可能性が高い
撮影：2021 年 4 月 7 日

▼奈良県大和郡山市小泉町「金輪院」
「掛軸」における「二童子」

※ご住職のご厚意により特別のご許可を得て撮影
撮影：2014 年 5 月 3 日


